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❷

問問

                                                                                                                                            
○
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

に
関
す
る
条
例

　

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
が
令
和
７
年
９
月
に
公
布
さ
れ
、

保
育
所
等
の
職
員
に
よ
る
虐
待
に
関
す

る
通
報
義
務
が
創
設
さ
れ
、
10
月
１
日

か
ら
施
行
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

○
北
海
道
宿
泊
税
条
例
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

　

観
光
の
付
加
価
値
や
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
な
ど
、
観
光
の
振
興
を
図
る
施
策
に

要
す
る
費
用
に
充
て
る
こ
と
を
目
的
に

「
北
海
道
宿
泊
税
条
例
」
が
令
和
８
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。
道
内
に

所
在
す
る
旅
館
、
ホ
テ
ル
等
の
宿
泊
者

は
、
宿
泊
料
金
に
応
じ
て
一
人
一
泊

１
０
０
円
か
ら
５
０
０
円
の
宿
泊
税
を

支
払
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
。

○
幕
別
町
立
義
務
教
育
学
校
の
設
置
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

令
和
８
年
４
月
１
日
に
、
幕
別
町
立

幕
別
小
学
校
及
び
幕
別
中
学
校
を
統
合

し
、
新
た
に
義
務
教
育
学
校
の
「
幕
別

町
立
ま
く
べ
つ
学
園
」
が
開
校
す
る
こ

と
か
ら
、
関
連
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
。

○
幕
別
町
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の

標
準
化
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、

標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
に
当
た

り
「
住
登
外
者
宛
名
番
号
管
理
機
能
」

を
実
装
す
る
た
め
、所
要
の
改
正
を
行
う
。

○
幕
別
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
幕
別
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

○
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
者
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
幕
別
町
議
会
議
員
の
期
末
手
当
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

令
和
７
年
８
月
の
人
事
院
勧
告
に
よ

る
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
、

一
般
職
の
職
員
の
給
料
月
額
、
期
末
勤

勉
手
当
、
駐
車
場
等
の
利
用
に
対
す
る

通
勤
手
当
の
新
設
、
会
計
年
度
任
用
職

員
の
給
料
月
額
、
特
別
職
の
職
員
の
期

末
手
当
、
幕
別
町
議
会
議
員
の
期
末
手

当
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

○
幕
別
町
保
育
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

食
材
価
格
の
高
騰
に
伴
い
副
食
材
料

費
を
改
定
す
る
た
め
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
。

○
幕
別
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

保
育
所
等
の
利
用
開
始
時
の
健
康
診

断
は
各
保
育
所
等
が
行
う
と
さ
れ
て
い

る
が
、
令
和
７
年
９
月
、
「
家
庭
的
保

育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
」
が
改
正
さ
れ
、
乳
幼
児
健
康
診

査
の
内
容
が
保
育
所
等
の
健
康
診
断
の

全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
当
該
健
康
診
断
の
全
部

又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る

と
規
定
さ
れ
た
た
め
、
国
の
基
準
に
沿

っ
て
定
め
て
い
る
本
条
例
を
改
正
す
る
。

○
幕
別
町
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

施
設
の
老
朽
化
に
伴
い
糠
内
町
民
プ

ー
ル
を
廃
止
す
る
た
め
改
正
を
行
う
。

○
幕
別
町
水
洗
便
所
改
造
等
資
金
貸
付

条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　

既
設
便
所
の
水
洗
化
に
要
す
る
資
金

を
無
利
子
で
貸
し
付
け
て
い
る
が
、
令

和
８
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る

も
の
。
同
条
例
第
３
条
に
規
定
す
る
「
幕

別
町
生
活
環
境
改
善
設
備
資
金
貸
付
条

例
」
に
つ
い
て
も
附
則
で
廃
止
す
る
。

○
町
道
の
路
線
の
変
更
に
つ
い
て

　

道
路
台
帳
の
電
子
化
を
図
る
た
め
の

測
量
業
務
を
町
道
全
路
線
で
行
っ
た
結

果
、
現
道
と
道
路
台
帳
で
起
終
点
の
位

置
が
一
致
し
て
い
な
い
箇
所
が
確
認
さ

れ
た
た
め
、
現
況
に
即
し
て
起
終
点
を

整
理
す
る
も
の
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

忠
類
診
療
所
の
指
定
管
理
者
を
「
公

益
財
団
法
人
北
海
道
医
療
団
」
に
指
定

し
、
指
定
期
間
を
令
和
８
年
４
月
１
日

か
ら
令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で
の
２
年

間
と
す
る
も
の
。

2026.2 月号

条
例
の
改
正
等

　　

第
４
回
幕
別
町
議
会
定
例
会
は
、

第
４
回
幕
別
町
議
会
定
例
会
は
、
令
和
７
年

令
和
７
年
1111
月月
2727
日
か
ら

日
か
ら
1212
月月
1616
日
ま
日
ま

で
開
催
し
ま
し
た
。

で
開
催
し
ま
し
た
。

　

条
例
の
一
部
改
正
や
補
正
予
算
等
に
つ
い
て
提
案
が
あ
り
、
審
議
の
結
果
、

　

条
例
の
一
部
改
正
や
補
正
予
算
等
に
つ
い
て
提
案
が
あ
り
、
審
議
の
結
果
、

す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　　

ま
た
、
町
の
取
組
や
将
来
に
対
す
る
方
針
に
つ
い
て
幅
広
く
質
問
す
る
「
一

ま
た
、
町
の
取
組
や
将
来
に
対
す
る
方
針
に
つ
い
て
幅
広
く
質
問
す
る
「
一

般
質
問
」
は
、

般
質
問
」
は
、
1212
人
の
議
員
が
行
い
ま
し
た
。

人
の
議
員
が
行
い
ま
し
た
。
※
一
般
質
問
の
内
容
は
「
幕
別

※
一
般
質
問
の
内
容
は
「
幕
別

町
の
こ
こ
が
聞
き
た
い
」
（
Ｐ
４
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

町
の
こ
こ
が
聞
き
た
い
」
（
Ｐ
４
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
４
回
定
例
会

そ
の
他
の
審
議
議
案
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❸

令
和
７
年
度
補
正
予
算
を
可
決

2026.2 月号

○第４回定例会（11 月 27 日～ 12 月 16 日）

■審議した議案

議      件      名    結　　果

専決処分した事件の報告について
（損害賠償の額を定めることについて）

報 告 済（11/27）

専決処分した事件の承認について
（令和７年度幕別町一般会計補正予算（第
６号））

承 認（11/27）

幕別町職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

原案可決（11/27）

幕別町会計年度任用職員の給与及び費用
弁償に関する条例の一部を改正する条例

原案可決（11/27）

特別職の職員で常勤の者の給与に関する
条例の一部を改正する条例

原案可決（11/27）

幕別町議会議員の期末手当に関する条例
の一部を改正する条例

原案可決（11/27）

令和７年度幕別町一般会計補正予算（第
７号）

原案可決（11/27）

令和７年度幕別町国民健康保険特別会計
補正予算（第２号）

原案可決（11/27）

令和７年度幕別町後期高齢者医療特別会
計補正予算（第１号）

原案可決（11/27）

令和７年度幕別町介護保険特別会計補正
予算（第２号）

原案可決（11/27）

令和７年度幕別町水道事業会計補正予算
（第４号）

原案可決（11/27）

令和７年度幕別町下水道事業会計補正予
算（第３号）

原案可決（11/27）

議      件      名    結　　果

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係条例の整備に関する条例

原案可決（12/11）

北海道宿泊税条例の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例

原案可決（12/11）

幕別町立義務教育学校の設置に伴う関係
条例の整理に関する条例

原案可決（12/11）

幕別町個人番号の利用及び特定個人情報
の提供に関する条例の一部を改正する条
例

原案可決（12/11）

幕別町保育料条例の一部を改正する条例 原案可決（12/11）

幕別町家庭的保育事業等の設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例

原案可決（12/11）

幕別町体育施設条例の一部を改正する条
例

原案可決（12/11）

幕別町水洗便所改造等資金貸付条例を廃
止する条例

原案可決（12/11）

指定管理者の指定について（忠類診療所）民生付託（12/11）
原案可決（12/16）

町道の路線の変更について 原案可決（12/16）

令和７年度幕別町一般会計補正予算（第
８号）

原案可決（12/16）

会　計 補 正 額 補正後の総額 主な補正内容

一 般 4億 1306 万 1 千円 231 億 1144 万 2 千円

農林業施設等単独災害復旧事業、土木施設等単独
災害復旧事業、まく Pay ポイント還元事業、福祉
灯油等支給事業、障害者自立支援給付事業、町立
保育所運営事業、公園施設維持管理事業、とかち
広域消防事務組合負担事業、職員手当等、ほか

国 民 健 康 保 険 425 万 2 千円 28 億 6397 万 4 千円 給料、職員手当等 ほか

後 期 高 齢 者 医 療 140 万 6 千円 5億 4428 万 4 千円 給料、職員手当等 ほか

介 護 保 険 143 万 7 千円 30 億 6988 万 5 千円 給料、職員手当等 ほか

水 道 事 業 991 万 1 千円 20 億 6416 万 2 千円 給料、職員手当等 ほか

下 水 道 事 業 803 万 8 千円 30 億 7394 万 1 千円 給料、職員手当等 ほか

種別

　　　　　        

                   議 員 名 
　　　　　　     ( 会派名 ) 

      議件名

畠
山　

美
和

塚
本　

逸
彦

山
端　

隆
治

内
山
美
穂
子

小
田　

新
紀

長
谷　

陽
子

酒
井
は
や
み

荒　
　

貴
賀

野
原　

惠
子　

石
川　

康
弘

岡
本
眞
利
子

小
島　

智
恵

藤
谷　

謹
至

田
口　

廣
之

谷
口　

和
弥

藤
原　
　

孟

中
橋　

友
子

議

決

結

果

議

決

日政 政 政 拓 拓 共 共 共 政 政 拓 拓 -

議案 幕別町保育料条例の一部を改正
する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ 欠 ○ 欠 ○ ○ × 原案可決 12/11

■賛否の分かれたもの　［表示例○…賛成　×…反対　欠…欠席　棄…棄権 ]　  ※寺林俊幸議長は表決に加わらない。

【会派名：拓…拓政会、共…日本共産党幕別町議員団、政…政清会、正副議長は会派に所属しません。】


